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平成２９年度 
第１回 相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会次第   
1. 開会   
2. 会長あいさつ   
3. 委員・顧問の紹介   
4. 報告事項 

報告第１号  平成２８年度活動報告について  
5. 審議事項   

第１号議案  相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会規約の一部を改正する規約 
の制定について 

第２号議案  平成２９年度事業計画について 
第３号議案  平成２９年度収支予算について   

6. その他   
7. 副会長あいさつ   
8. 閉会       
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報告第１号 
 

平成２８年度活動報告について 

 

実施時期 実施内容 

平成２８年 ７月２０日 第１回 協議会 

報告事項  ・国道 250 号高取峠トンネル要望経緯及び県道竜泉那

波線の整備状況について 

協議事項  ・今後の活動方針について 

平成２８年１０月２８日 第２回 協議会 

協議事項  ・国道 250号・高取峠トンネルの事業化及び県道竜泉那

波線の整備促進に係る要望書の提出について 

平成２８年１２月１９日 要望会 

要望内容  ・高取峠トンネルの西播磨地域社会基盤整備プログラム
への位置づけについて 

・県道竜泉那波線の早期事業完了について 

要望場所 : 兵庫県庁及び西播磨県民局 

要望先   ： 糟谷県土整備部長、濱県土整備部土木局長 
早金西播磨県民局長、谷渕西播磨県民副局長 
坪田光都土木事務所長 

平成２９年 ２月 ８日 

 

 

第３回 協議会 

報告事項  ・国道２５０号・高取峠トンネルの事業化及び県道竜泉那
波線の整備促進に係る県要望の結果について 

審議事項  ・相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会規約の一部
を改正する規約の制定について 
・相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会の会議等の

公開要領の制定について 

平成２９年 ２月 ８日 講演会 

演題 ： 関西の元気を”かたち”にするために 

講師 ： 国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所  

寺尾 直樹 調査課長 

場所 ： 赤穂市民会館大会議室 
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第１号議案 
 

 

 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会規約の一部を 

改正する規約の制定について 

 

 

 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会規約の一部を改正する規約を次のとおり制定したい。 

 

 

 

 

 

平成２９年７月３１日 提出 

 

 

 

 

 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会 

会長 赤穂市長 明 石 元 秀                
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相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会規約の一部を改正する規約新旧対照表（案） 
 

※下線は改正部分を示す。 

改正前 改正後 

（名称） 

第１条 この協議会は、相生・赤穂広域幹線

道路整備促進協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、国道 250号・高取峠トン

ネルの事業化、及び県道竜泉那波線の整備

促進を図ることを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 協議会は、前条の目的を遂行するた

めに、次の活動を行う。 

（１）関係機関に対する要望及び必要な調査

研究 

（２）その他目的達成に必要な事項 

 

（構成） 

第４条 協議会は、別表に掲げる１２人以内

の委員で構成する。 

 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

（３）監事  ２名 

２ 会長には赤穂市長が、副会長には相生市

長が、監事には赤穂市建設経済部長と相生

市建設農林部長がその職に就くものとす

る。 
 

（顧問） 

第６条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、地元選出の国会議員及び兵庫県

（名称） 

第１条 この協議会は、相生・赤穂広域幹線

道路整備促進協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、国道 250号・高取峠トン

ネルの事業化、及び県道竜泉那波線の整備

促進を図ることを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 協議会は、前条の目的を遂行するた

めに、次の活動を行う。 

（１）関係機関に対する要望及び必要な調査

研究 

（２）その他目的達成に必要な事項 

 

（構成） 

第４条 協議会は、別表に掲げる１２人以内

の委員で構成する。 

 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

（３）監事  ２名 

２ 会長には赤穂市長が、副会長には相生市

長が、監事には赤穂市建設経済部長と相生

市建設農林部長がその職に就くものとす

る。 
 

（顧問） 

第６条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、地元選出の国会議員及び兵庫県
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議会議員に会長が委嘱する。 

３ 顧問は、本会の目的を達成するため、協

力するものとする。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、会を代表し、会務を総理す

る。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あ

るときはその職務を代行する。 

３ 監事は、会の会計を監査する。 

 

（会議） 

第８条 本会の会議は、総会及び役員会とし、

必要に応じ会長が招集する。 

２ 総会及び役員会の議長は会長がこれにあ

たる。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数を以て決

する。可否同数の場合は議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長が必要と認めたときは、会議に委員

以外の者の出席を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第９条 会議は原則公開とする。ただし、会

長が公開を不適当と認めた場合はこの限りで

はない。 

２ 会議の公開に関して必要な事項は別に定

める。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、会長の所属す

る市に置く。 

２ 事務局は会長の命を受けて会務を処理

し、会計の事務に従事する。 

 

（会計） 

第１１条 本会の運営に必要な経費は、負担

金・寄付金及びその他の収入をもつてあてる。 

議会議員に会長が委嘱する。 

３ 顧問は、本会の目的を達成するため、協

力するものとする。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、会を代表し、会務を総理す

る。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あ

るときはその職務を代行する。 

３ 監事は、会の会計を監査する。 

 

（会議） 

第８条 本会の会議は、総会及び役員会とし、

必要に応じ会長が招集する。 

２ 総会及び役員会の議長は会長がこれにあ

たる。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数を以て決

する。可否同数の場合は議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長が必要と認めたときは、会議に委員

以外の者の出席を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第９条 会議は原則公開とする。ただし、会

長が公開を不適当と認めた場合はこの限りで

はない。 

２ 会議の公開に関して必要な事項は別に定

める。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、会長の所属す

る市に置く。 

２ 事務局は会長の命を受けて会務を処理

し、会計の事務に従事する。 

 

（会計） 

第１１条 本会の運営に必要な経費は、負担

金・寄付金及びその他の収入をもつてあてる。 
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２ 本会の会計年度は、４月１日に始まり、

翌年３月３１日に終わる。 

３ 本会の負担金の額は赤穂市、相生市それ

ぞれ９万円とする。 

 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるものを除くほ

か、本会の運営、その他必要な事項は、会

長が協議会に諮つて定める。 

 

 

 

付 則 

この規約は、平成 13年 7月 23日から適用す

る。 

 

付 則 

この規約は、平成 27年 12月 15日から適用す

る。 

 

付 則 

この規約は、平成 29年 4月 1日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

別表（第４条関係） 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会委員構成 

 

委 員 

相 

生 

市 

相生市長 

相生市議会議長 

相生市議会副議長 

相生市議会民生建設常任委員長 

相生市議会民生建設常任副委員

長 

相生市建設農林部長 

２ 本会の会計年度は、４月１日に始まり、

翌年３月３１日に終わる。 

３ 本会の負担金の額は赤穂市、相生市それ

ぞれ９万円とする。 

 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるものを除くほ

か、本会の運営、その他必要な事項は、会

長が協議会に諮つて定める。 

 

 

 

付 則 

この規約は、平成 13年 7月 23日から適用す

る。 

 

付 則 

この規約は、平成 27年 12月 15日から適用す

る。 

 

付 則 

この規約は、平成 29年 4月 1日から適用する。 

 

付 則 

この規約は、平成 29年 7月 31日から適用す

る。 

 

 

別表（第４条関係） 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会委員構成 

 

委 員 

相 

生 

市 

相生市長 

相生市議会議長 

相生市議会副議長 

相生市議会民生建設常任委員長 

相生市議会民生建設常任副委員

長 

相生市建設農林部長 
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赤 

穂 

市 

赤穂市長 

赤穂市議会議長 

赤穂市議会副議長 

赤穂市議会建設水道委員長 

赤穂市議会幹線道路建設特別委

員長 

赤穂市建設経済部長 

 

１２名 
 

赤 

穂 

市 

赤穂市長 

赤穂市議会議長 

赤穂市議会副議長 

赤穂市議会建設水道委員長 

赤穂市議会幹線道路・河川整備

特別委員長 

赤穂市建設経済部長 

 

１２名 
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相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会規約（案） 

 

平成２９年７月３１日議決  

 

（名称） 

第１条 この協議会は、相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会（以下「協議会」という。）

と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、国道 250 号・高取峠トンネルの事業化、及び県道竜泉那波線の整備促進

を図ることを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 協議会は、前条の目的を遂行するために、次の活動を行う。 

（１）関係機関に対する要望及び必要な調査研究 

（２）その他目的達成に必要な事項 

 

（構成） 

第４条 協議会は、別表に掲げる１２人以内の委員で構成する。 

 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

（３）監事  ２名 

２ 会長には赤穂市長が、副会長には相生市長が、監事には赤穂市建設経済部長と相生市建

設農林部長がその職に就くものとする。 
 

（顧問） 

第６条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、地元選出の国会議員及び兵庫県議会議員に会長が委嘱する。 

３ 顧問は、本会の目的を達成するため、協力するものとする。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 監事は、会の会計を監査する。 
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（会議） 

第８条 本会の会議は、総会及び役員会とし、必要に応じ会長が招集する。 

２ 総会及び役員会の議長は会長がこれにあたる。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数を以て決する。可否同数の場合は議長の決するところに

よる。 

４ 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第９条 会議は原則公開とする。ただし、会長が公開を不適当と認めた場合はこの限りでは

ない。 

２ 会議の公開に関して必要な事項は別に定める。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、会長の所属する市に置く。 

２ 事務局は会長の命を受けて会務を処理し、会計の事務に従事する。 

 

（会計） 

第１１条 本会の運営に必要な経費は、負担金・寄付金及びその他の収入をもつてあてる。 

２ 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

３ 本会の負担金の額は赤穂市、相生市それぞれ９万円とする。 

 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるものを除くほか、本会の運営、その他必要な事項は、会長が協

議会に諮つて定める。 

 

 

 

付 則 

この規約は、平成 13年 7月 23日から適用する。 

 

付 則 

この規約は、平成 27年 12月 15日から適用する。 

 

付 則 

この規約は、平成 29年 4月 1日から適用する。 

 

付 則 

この規約は、平成 29年 7月 31日から適用する。 
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別表（第４条関係） 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会委員構成 

 

委 員 
相 

生 

市 

相生市長 

相生市議会議長 

相生市議会副議長 

相生市議会民生建設常任委員長 

相生市議会民生建設常任副委員長 

相生市建設農林部長 

赤 

穂 

市 

赤穂市長 

赤穂市議会議長 

赤穂市議会副議長 

赤穂市議会建設水道委員長 

赤穂市議会幹線道路・河川整備特別委員長 

赤穂市建設経済部長 

 

１２名 
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第２号議案 

 

平成２９年度 相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会事業計画について    
平成２９年度 相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会の事業計画は、下記に定めるところに
よる。 

 

 

平成２９年７月３１日 提出 

 

 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会 

会長 赤穂市長 明 石 元 秀 

 

 

記 
  

平成２９年度 相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会事業計画 

 

実施時期 実施内容 

平成２９年７月３１日 事業計画、予算について 

平成２９年１０月頃 要望内容について 

平成２９年１２月頃 要望活動 
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第３号議案  
平成２９年度 相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会収支予算について    

平成２９年度 相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会の収支予算は、次に定めるところによ
る。 

 

 

 

 

 

平成２９年７月３１日 提出 

 

 

 

 

 

相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会 

会長 赤穂市長 明 石 元 秀 
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平成２９年度 相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会収支予算書（案）  

 

 

収入予算額 １８１，０００円 

支出予算額 １８１，０００円 

 

 

収入の部                                （単位：円） 

科 目 金 額 備 考 

負 担 金 １８０，０００ ９０，０００円×２市 

雑   入 １，０００ 預金利息 外 

合 計 １８１，０００  

 

 

支出の部                                （単位：円） 

科 目 金 額 備 考 

事 業 費 １６０，０００ 啓発物作成 外 

会 議 費 １３，０００ 会議賄 外 

事 務 費 ８，０００ 通信運搬費 外 

合 計 １８１，０００  

 

  


